
  

環境配慮事項等伝達書 

 

 

 所沢市は、２０５０年までに市内の二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指す「ゼロカー

ボンシティ」を２０２０年に表明し、「所沢市脱炭素社会を実現するための条例」を 

２０２３年４月に施行しています。 

 受注者においても条例の趣旨を理解し、従業員の環境意識の向上を心掛け、下記のと

おり事業活動における環境配慮に積極的に努めてください。 

記 

１ 脱炭素社会の構築 

・エネルギー効率の高い省エネ機器の導入及び適切な使用・建物全体の省エネ化等の 

エネルギーの使用の合理化 

・再生可能エネルギーの利用（太陽光・太陽熱を利用した創エネ機器の導入、再生可能 

エネルギー比率の高い電力の利用等） 

・環境負荷の少ない移動の実践（公共交通機関の利用、環境配慮車両の使用、エコドラ 

イブの実施等） 

・デコ活の推進（クールビズ・ウォームビズの実践、環境配慮製品の購入等）  

 

２ みどり・生物多様性の保全 

・自然環境への配慮（樹林地の保全等） 

・緑化活動の実施（樹木や草花の植栽等） 

 

３ 循環型社会の形成 

・業務により発生するごみの削減：リデュース（本市の「マチごとプラスチックごみ 

削減宣言」に基づく、使い捨てプラスチック製品の使用抑制や代替品の検討等） 

・再使用品の積極的な利用：リユース 

・ごみの分別徹底による資源化：リサイクル 

 

４ 大気・水環境等の保全 

・環境汚染の防止 

・有害物質の適正な管理 

・ヒートアイランド現象への配慮（人工排熱の低減や街中みどりの創出等） 

  

５ 魅力的な都市環境の創造 

・人と環境に配慮した都市空間の整備 

・地域環境と調和のとれた景観の保全や清潔なまちづくりの推進 

   

６ 協働・実践・教育の推進 

・市の環境施策への積極的な参加 

・SDGs（持続可能な開発目標）への貢献 

・環境に関する研修・活動、普及啓発等の推進（地域と協働した環境保全活動等） 

別紙１２ 


